
 

総社市職員の定年等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和４年９月２８日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第２５号 

 

総社市職員の定年等に関する規則等の一部を改正する規則 

 

（総社市職員の定年等に関する規則の一部改正） 

第１条 総社市職員の定年等に関する規則（平成１７年総社市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移

動後条」という。）が存在する場合には，当該移動条を当該移動後条とし，移動条に対応する移動後条が存在しない場合には，当該移動条（以下「削除条」

という。）を削り，移動後条に対応する移動条が存在しない場合には，当該移動後条（以下「追加条」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改

め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市職員の定年等に関する条例（平成１７年総社市

条例第２５号。以下「条例」という。）第１６条の規定に基づき，条例の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（勤務延長） 

第２条 任命権者は，勤務延長（条例第４条第１項の規定により引き続き勤

務させることをいう。以下同じ。）を行う場合又は同条第２項の規定によ

り勤務延長の期限を延長する場合には，職員に対し，その旨を明示した人

事異動通知書を交付するものとする。同条第４項の規定により勤務延長の

期限を繰り上げる場合も，同様とする。 

２ 略 

 

（報告） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市職員の定年等に関する条例（平成１７年総社市

条例第２５号。以下「条例」という。）第４条第５項及び第５条第４項の

規定により，職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（勤務延長） 

第２条 任命権者は，勤務延長（条例第４条の規定により引き続いて勤務さ

せることをいう。以下同じ。）を行う場合又は同条第２項の規定により勤

務延長の期限を延長する場合には，職員に対し，その旨を明示した人事異

動通知書を交付するものとする。同条第４項の規定により勤務延長の期限

を繰り上げる場合も，同様とする。 

２ 略 

第３条 削除 

 （報告） 



 

改   正   後 改   正   前 

第３条 略 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第４条 条例第１４条及び第１５条第１項の規則で定める情報は，定年前再

任用（条例第１４条又は第１５条第１項の規定により採用することをい

う。以下この条において同じ。）されることを希望する者の次に掲げる情

報とする。 

(１) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実 

(２) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有

無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項 

２ 任命権者は，条例第１４条又は第１５条第１項の規定により短時間勤務

の職（条例第１４条に規定する短時間勤務の職をいう。第９条において同

じ。）に任用されることを希望する者（以下この項において「定年前再任

用希望者」という。）に，次に掲げる事項を明示し，その同意を得なけれ

ばならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に明示した

事項の内容を変更する場合も，同様とする。 

(１) 定年前再任用を行う職に係る職務内容 

(２) 定年前再任用を行う日 

(３) 定年前再任用に係る勤務地 

(４) 定年前再任用をされた場合の給与 

(５) 定年前再任用をされた場合の１週間当たりの勤務時間 

(６) 前各号に掲げるもののほか，任命権者が必要と認める事項 

（年齢６０年に達する職員に提供する情報） 

第５条 条例附則第３項の規定により職員に提供する情報は，次に掲げる情

報（第１号，第３号及び第４号に掲げる情報にあっては，当該職員が年齢

６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置に関する

情報に限る。）とする。 

(１) 条例第６条から第１３条までの規定による管理監督職勤務上限年齢

による降任等に関する情報 

(２) 条例第１４条又は第１５条第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の任用に関する情報 

(３) 総社市職員給与条例（平成１７年総社市条例第４１号）附則第８項か

ら第１６項までの規定による給料月額の特例措置に関する情報 

(４) 総社市職員の退職手当に関する条例（平成１７年総社市条例第４５

第４条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改   正   後 改   正   前 

号）附則第９項から第１６項までの規定による退職手当の特例措置に関

する情報 

(５) 前各号に掲げるもののほか，任命権者が必要と認める情報 

（勤務の意思の確認） 

第６条 任命権者は，条例附則第３項の規定により職員の勤務の意思を確認

するときは，期間を十分に確保するよう努めるものとし，当該職員に対し，

次に掲げる事項を確認するものとする。 

(１) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思 

(２) 年齢６０年に達する日以後の退職の意思 

(３) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向 

(４) 前３号に掲げるもののほか，任命権者が必要と認める事項 

（令和４年改正条例附則第２条第２項の規則で定める職及び職員） 

第７条 総社市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例（令和４

年総社市条例第１８号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第２条

第２項の規則で定める職は，次に掲げる職のうち，当該職が基準日（同項

に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置され

ていたものとした場合において，基準日における新条例定年（令和４年改

正条例附則第２条第２項に規定する新条例定年をいう。以下この条におい

て同じ。）が基準日の前日における新条例定年（令和４年改正条例附則第

２条第２項に規定する基準日の前日における新条例定年をいう。次項にお

いて同じ。）に準じた年齢を超える職とする。 

(１) 基準日以後に新たに設置された職 

(２) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和４年改正条例附則第２条第２項の規則で定める職員は，前項に規定

する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において，基準日

における当該職に係る新条例定年が基準日の前日における新条例定年に

準じた年齢に達している職員とする。 

（定年退職者等の再任用の選考に用いる情報） 

第８条 令和４年改正条例附則第３条から第６条までに規定する規則で定

める情報は，同条例附則第３条から第６条までの規定により採用しようと

する者の次に掲げる情報とする。 

(１) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実 

(２) 暫定再任用（令和４年改正条例附則第３条第１項第４号に規定する暫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改   正   後 改   正   前 

定再任用をいう。以下この号において同じ。）を行う職の職務遂行に必

要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行

上必要な事項 

（令和４年改正条例附則第１０条の規則で定める短時間勤務の職並びに

規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員） 

第９条 令和４年改正条例附則第１０条の規則で定める短時間勤務の職は，

次に掲げる短時間勤務の職のうち，当該短時間勤務の職が基準日（同条に

規定する基準日をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されて

いたものとした場合において，基準日における新条例定年相当年齢（令和

４年改正条例附則第１０条に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下こ

の条において同じ。）が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じ

た年齢を超える短時間勤務の職とする。 

(１) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(２) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和４年改正条例附則第１０条の規則で定める者は，前項に規定する短

時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において，

基準日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢が基準日

の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している者とする。 

３ 令和４年改正条例附則第１０条の規則で定める定年前再任用短時間勤

務職員は，第１項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されて

いたものとした場合において，定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日

の前日において同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当

年齢に準じた年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。 

（その他） 

第１０条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

第５条 略 

 

 

 （総社市職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規則の一部改正） 

第２条 総社市職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規則（平成１７年総社市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 



 

改   正   後 改   正   前 

 

（育児短時間勤務職員等についての適用除外） 

第４条の２ 前条の規定は，条例第２条第２項に規定する育児短時間勤務職

員等には適用しない。 

 

第１２条の２ 任命権者は，条例第２条第３項に規定する定年前再任用短時

間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）に超過勤務

を命ずる場合は，定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤

務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣

旨に十分留意しなければならない。 

 

（年次有給休暇の日数） 

第１４条 条例第１３条第１項に規定する年次有給休暇の基準日は，次の各

号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に掲げる日とする。 

 (１) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 １月１日 

 

 

 

 (２) 定年前再任用短時間勤務職員 ４月１日 

２～５ 略 

第１４条の２ 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の

年次有給休暇の日数は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に

掲げる日数（１日未満の端数があるときは，これを四捨五入して得た日数

（その日数が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３９条の規定によ

り付与すべきものとされている日数を下回る場合には，同条の規定により

付与すべきものとされている日数。以下この項において同じ。））とする。 

 

 (１) 斉一型短時間勤務職員（定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間

勤務職員等のうち，１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。） 年次有給休暇の日

数に斉一型短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得

た数を乗じて得た日数 

 (２) 不斉一型短時間勤務職員（定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時

 

（育児短時間勤務職員等についての適用除外） 

第４条の２ 第４条第１項及び第２項の規定は，条例第２条第２項に規定す

る育児短時間勤務職員等には適用しない。 

 

第１２条の２ 任命権者は，条例第２条第３項に規定する再任用短時間勤務

職員に超過勤務を命ずる場合は，再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間

が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められ

ている趣旨に十分留意しなければならない。 

 

 

（年次有給休暇の日数） 

第１４条 条例第１３条第１項に規定する年次有給休暇の基準日は，次の各

号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に掲げる日とする。 

 (１) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」という。）

第２８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）

以外の職員 １月１日 

 (２) 再任用職員 ４月１日 

２～５ 略 

第１４条の２ 条例第２条第３項に規定する職員（以下この条において「再

任用短時間勤務職員」という。）及び育児短時間勤務職員等の年次有給休

暇の日数は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に掲げる日数

（１日未満の端数があるときは，これを四捨五入して得た日数（その日数

が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３９条の規定により付与すべ

きものとされている日数を下回る場合には，同条の規定により付与すべき

ものとされている日数。以下この項において同じ。））とする。 

 (１) 斉一型短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職

員等のうち，１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時

間数が同一であるものをいう。以下同じ。） 年次有給休暇の日数に斉

一型短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を

乗じて得た日数 

 (２) 不斉一型短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務



 

改   正   後 改   正   前 

間勤務職員等のうち，斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同

じ。） １５５時間に条例第２条第２項の規定に基づき定められた不斉

一型短時間勤務職員の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗

じて得た時間数を，７時間４５分を１日として日に換算して得た日数 

２ 略 

 

 （特別休暇） 

第１８条 条例第１５条の規則で定める場合は，次の各号に掲げる場合と

し，その期間又は時間は，当該各号に掲げる期間又は時間とする。 

 (１)～(10) 略 

 (11) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４２条の規定により，

あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 その計画の実施に伴い

必要と認める日又は時間 

 (12)～(23) 略 

２ 略 

 

別表第１（第１４条関係） 

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

 略 

 定年前再任用短時間勤務職員 

 略 

 

別表第２（第１５条関係） 

 略 

 備考 勤務年数の１年については，職員が採用された日から最初に到来す

る１２月３１日（定年前再任用短時間勤務職員については３月３１日）

までを１年とみなす。 

 

職員等のうち，斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。） 

１５５時間に条例第２条第２項の規定に基づき定められた不斉一型短

時間勤務職員の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得

た時間数を，７時間４５分を１日として日に換算して得た日数 

２ 略 

 

 （特別休暇） 

第１８条 条例第１５条の規則で定める場合は，次の各号に掲げる場合と

し，その期間又は時間は，当該各号に掲げる期間又は時間とする。 

 (１)～(10) 略 

 (11) 地公法第４２条の規定により，あらかじめ計画された厚生計画の実施

の場合 その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間 

 

 (12)～(23) 略 

２ 略 

 

別表第１（第１４条関係） 

 再任用職員以外の職員 

 略 

 再任用職員 

 略 

 

別表第２（第１５条関係） 

 略 

 備考 勤務年数の１年については，職員が採用された日から最初に到来す

る１２月３１日（再任用職員については３月３１日）までを１年とみな

す。 

 

 

（総社市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第３条 総社市職員の育児休業等に関する規則（平成１７年総社市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 



 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（条例第２条第４号ア（イ）の規則で定める非常勤職員） 

第１条の２ 条例第２条第４号ア（イ）の規則で定める非常勤職員は，１週

間の勤務日が３日以上の者とする。 

 

 

（条例第２条第３号ア（イ）の規則で定める非常勤職員） 

第１条の２ 条例第２条第３号ア（イ）の規則で定める非常勤職員は，１週

間の勤務日が３日以上の者とする。 

 

 

（技能労務職員の給与に関する規則の一部改正） 

第４条 技能労務職員の給与に関する規則（平成１７年総社市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

  次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

別表第１（第２条関係） 

 技能労務職給料表 

職員の区分 職務の級 

 

 

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

 略 

定年前再任用短時間

勤務職員 

 基準

給料

月額 

円 

基準

給料

月額 

円 

基準

給料

月額 

円 

基準

給料

月額 

円 

基準

給料

月額 

円 

193,

600 

204,

700 

223,

200 

  

  

 

別表第１（第２条関係） 

 技能労務職給料表 

職員の区分 職務の級 

 

 

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

給料

月額 

円 

再任用職員以外の職

員 

 略 

再任用職員   

 

 

 

193,

600 

 

 

 

 

204,

700 

 

 

 

 

223,

200 

  

  

 

（期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 



 

第５条 期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成１７年総社市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

 （勤勉手当の成績率） 

第１５条 成績率は，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲

げる割合の範囲内で，任命権者が定めるものとする。 

 (１) 地公法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員（次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

以外の職員 １００分の１９０以下 

 (２) 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の９０以下 

 

 

 （勤勉手当の成績率） 

第１５条 成績率は，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲

げる割合の範囲内で，任命権者が定めるものとする。 

 (１) 地公法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次号において「再任

用職員」という。）以外の職員 １００分の１９０以下 

 (２) 再任用職員 １００分の９０以下 

 

 

 （総社市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 総社市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成１８年総社市規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

附 則 

１ 略 

（条例附則第８項の規定により定める額） 

２ 条例附則第８項ただし書に規定する規則で定める額は，第６条各号に規

定する給料の月額とする。 

３及び４ 略 

 

 

附 則 

１ 略 

（条例附則第５項の規定により定める額） 

２ 条例附則第５項ただし書に規定する規則で定める額は，第６条各号に規

定する給料の月額とする。 

３及び４ 略 

 

 

附 則 

この規則は，令和５年４月１日から施行する。 


